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全
議
案
を
原
案
可
決

全
議
案
を
原
案
可
決

　

今
回
可
決
さ
れ
た
議
案
の
う
ち
、

条
例
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
農
業

委
員
会
委
員
の
費
用
弁
償
を
引
き

下
げ
る
土
浦
市
特
別
職
の
職
に
あ

る
者
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
、
た
ば
こ

税
の
税
率
を
引
き
上
げ
る
こ
と
な

ど
の
土
浦
市
税
条
例
の
一
部
改
正
、

自
動
交
付
機
に
よ
っ
て
、
印
鑑
証

明
や
住
民
票
の
写
し
等
の
交
付
を

受
け
る
こ
と
が
出
来
る
た
め
の
土

浦
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
、
新

治
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を

指
定
管
理
者
に
行
わ
せ
る
た
め
の

土
浦
市
新
治
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

条
例
の
一
部
改
正
、
敷
地
及
び
構

造
に
関
す
る
制
限
を
定
め
る
こ
と

が
で
き
る
地
区
整
備
計
画
区
域
に

「
上
高
津
団
地
地
区
計
画
」
を
追

加
し
、
建
築
物
の
用
途
や
容
積
率

の
最
高
限
度
等
を
制
限
す
る
た
め

の
土
浦
市
地
区
計
画
の
区
域
内
に

お
け
る
建
築
物
等
の
制
限
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
原
案
ど
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。

　

ま
た
、
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た

費
用
弁
償
額
を
減
額
す
る
た
め
の

土
浦
市
議
会
議
員
の
議
員
報
酬
及

び
費
用
弁
償
等
に
関
す
る
条
例
の

一
部
改
正
に
つ
い
て
も
、
原
案
ど

お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

平
成
22
年
度
土
浦
市
一
般
会
計

補
正
予
算
に
つ
い
て
は
、
歳
入
歳

出
そ
れ
ぞ
れ
１
億
２
千
821
万
８
千

円
を
追
加
し
、
総
額
を
467
億
９
千

394
万
９
千
円
と
す
る
も
の
で
あ
り

ま
す
。

　

歳
出
の
主
な
も
の
は
、
幼
児
２

人
同
乗
用
自
転
車
の
購
入
希
望
者

の
増
に
と
も
な
う
購
入
費
補
助
金

の
増
額
、
市
県
民
税
や
固
定
資
産

税
な
ど
、
地
方
税
の
電
子
申
告
制

度
（
エ
ル
タ
ッ
ク
ス
）
を
導
入

す
る
た
め
の
シ
ス
テ
ム
委
託
料
等

の
計
上
、
い
き
が
い
対
応
型
デ
イ

サ
ー
ビ
ス
事
業
所
を
「
さ
ん
・

あ
ぴ
お
」
の
１
階
に
開
設
す
る
た

め
の
補
助
金
計
上
、
農
地
法
改
正

に
よ
り
、
新
た
に
加
わ
っ
た
事

務
を
県
補
助
金
で
実
施
す
る
た
め

の
経
費
計
上
、
む
ら
づ
く
り
交
付

金
事
業
に
お
け
る
農
道
整
備
事
業

費
の
増
に
伴
う
工
事
費
の
増
額
計

上
、
緊
急
雇
用
創
出
事
業
に
お
け

る
、
つ
く
し
の
家
の
指
導
員
や
、

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
ケ
ア

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
等
の
増
員
に
要
す

る
経
費
の
計
上
、
市
民
税
非
課
税

世
帯
や
生
活
保
護
世
帯
な
ど
の
低

所
得
者
に
対
す
る
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
予
防
接
種
費
用
助
成
補
助

金
の
計
上
な
ど
で
あ
り
ま
す
。

　

歳
入
に
つ
い
て
は
、
国
庫
支
出

金
、
県
支
出
金
、
県
補
助
金
、
繰

入
金
、
繰
越
金
等
の
計
上
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
の
ほ
か
、
土
浦
市
駐
車
場
事

業
特
別
会
計
、
土
浦
市
老
人
保
健

特
別
会
計
、
土
浦
市
介
護
保
険
特

別
会
計
、
土
浦
市
公
設
卸
売
市
場

事
業
特
別
会
計
そ
れ
ぞ
れ
の
補
正

予
算
や
、
市
道
路
線
の
認
定
、
川

口
２
丁
目
の
プ
ロ
パ
ス
ト
開
発
用

地
の
取
得
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
原
案

ど
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
平
成

21
年
度
土
浦
市
歳
入
歳
出
決
算
と

水
道
事
業
会
計
決
算
の
認
定
に
つ

い
て
は
、
決
算
特
別
委
員
会
を
設

置
し
、
閉
会
中
に
審
査
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
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次回の定例会の日程は、12月７日～12月21日（一般質問は13日・14日・15日）の予定です。

　

議
会
に
は
、
法
律
に
よ
っ
て

多
く
の
権
限
が
与
え
ら
れ
て
い
ま

す
。

◎
議　

決　

条
例
の
制
定
・
改

正
・
廃
止
・
予
算
の
決
定
、
決
算

の
認
定
、
主
要
な
契
約
な
ど
市
政

の
重
要
な
事
項
に
つ
い
て
議
決
し

ま
す
。

◎
選
挙
と
同
意　

議
長
、
副
議

長
、
選
挙
管
理
委
員
な
ど
の
選
挙

を
し
ま
す
。
ま
た
、
副
市
長
、
教

育
委
員
、
監
査
委
員
な
ど
の
市
の

重
要
な
職
に
つ
く
人
を
選
任
す
る

際
に
は
、
議
会
の
同
意
が
必
要
で

す
。

◎
調　

査　

市
の
仕
事
に
つ
い
て

調
査
し
、
必
要
な
場
合
、
関
係
者

の
証
言
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

◎
請
願
・
陳
情
の
審
査　

請
願
・

陳
情
を
審
査
し
て
、
市
民
の
声
を

市
政
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
に
し
ま

す
。

◎
意
見
書　

公
益
に
関
す
る
こ
と

に
つ
い
て
市
議
会
の
意
見
を
政
府

な
ど
に
提
出
し
ま
す
。

◎
決　

議　

政
治
的
な
効
果
を
期

待
し
て
、
市
議
会
の
意
志
を
内
外

に
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
す
。

市
議
会
の
権
限

市
議
会
の
権
限

定例会の詳細につきましては、下記施設にあります会議

録をご覧下さい。なお、平成 22年第３回定例会の会議

録につきましては、12月上旬頃閲覧可能となる予定です。

● 図 書 館 ● 神 立 出 張 所 ● 四中地区公民館
● 南 支 所 ● 都 和 公 民 館 ● 上大津地区公民館
● 上大津支所 ● 一中地区公民館 ● 六中地区公民館
● 都 和 支 所 ● 二中地区公民館 ● 新治地区公民館
● 中央出張所 ● 三中地区公民館

贈ら
ない

求め
ない

受け取
らない

寄付の禁止について寄付の禁止について

政治家（候補者、立候補予定者、現に公職にある者）が選挙
区内の人にお金や物を贈ることは、政治家本人が出席する場
合の結婚祝いや香典などの特定の場合を除き、法律で禁止さ
れています。有権者が求めてもいけません。


